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令 和 ７年 ２月 25 日 

 

御前崎市長   下 村  勝  様 

 

 

     御前崎市監査委員 増 田 正 行 

御前崎市監査委員 櫻 井  勝 

 

 

定期監査結果報告書（工事監査）の提出について 

 

 

 地方自治法第 199 条第４項の規定により定期監査（工事監査）を実施したので、同条第９

項の規定により、監査結果に関する報告書を次のとおり提出します。 
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令和６年度定期監査報告書（工事監査） 

 

 

１ 監査の対象 令和５年度 電力スマート利用化事業（繰越明許）御前崎市役所西館

太陽光発電設備等設置工事 

（総務部 財政課） 

 

２ 監査の期日 令和７年２月７日（金） 

 

３ 監査の方法 

  監査の対象は、令和６年度に工事が完了した建設工事の中から 1 件を抽出した。 

実施にあたっては、事前に対象施設の所管課から監査資料及び関係資料の提出を

求め、関係職員等から説明を聴取するとともに、確認等を行うため現地調査を実施

した。 

 

 ４ 監査の結果 

    監査対象の工事における契約関連書類及び設計図書、施工管理などの書類及び現場

の工程管理、安全管理等については、おおむね適正に執行されていると判断しました。 

  

 ５ 監査の意見 

当該工事については工事執行に関する書類及び技術調査については、おおむね適

正かつ正確に行われているものと認めます。 

監理、監督等の書類において、令和６年４月１日付監督員変更通知書の担当監督

員氏名と同年４月 11 日付工事会議録の担当監督員確認印が一致していませんので

修正してください。 

今後においても、事務処理に当たっては、記入漏れ、誤りのないよう十分確認の

うえ、関係書類の精査、整備、保管を行ってください。 

 

６ 工事の概要 

件     名 
令和５年度 電力スマート利用化事業（繰越明許） 

御前崎市役所西館太陽光発電設備等設置工事 

工     期 着手 令和６年２月 14日 完成 令和６年９月 26日 

契 約 方 法 制限付き一般競争入札（電子入札） 

開 札 執 行 日 令和６年２月７日（水） 

契 約 日 
当初契約 令和６年２月 13 日 

変更契約 令和６年９月 20 日（アスベスト調査費減額による） 

請 負 金 額 
当初契約 48,290,000 円 

変更契約 48,169,000 円 
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補 助 金 
名称 令和５年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金 

金額 48,169,000 円 

工 事 場 所 御前崎市役所西館 

請 負 業 者 株式会社阿形電気 

施設・工事概要 

目的 

御前崎市役所西館に太陽光パネル及び蓄電池を設置することによ

り、来庁者へのエネルギー構造高度化・転換に対する理解の促進を 

図る。 

施工概要 

・太陽光モジュール設置 13.12kW（410W×32 枚） 

 ・蓄電池システム設置  11.2kWh（11.2kWh×1 台） 

 
 
７ 現場監査の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


